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文教児童委員会資料 

令和８年４月 16 日      

教 育 委 員 会 事 務 局 

学校配置調整担当課 

 

通学区域の一部変更について 

 

 「いたばし魅力ある学校づくりプラン（前期計画第２期）」において、上板橋第一中学校は改築、

志村小学校は志村第四中学校との小中一貫型学校（施設一体型）の整備を進めている。これらの施

設整備を機に、上板橋第一中学校、志村第四中学校及びその周辺校の通学区域について、以下のと

おり、一部変更する。 

 

 

１ 件名 

  「東京都板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則」の一部を改正する規則 

 

２ 変更内容 

  上板橋第一中学校、志村第四中学校及びその周辺校の通学区域を下表のとおり変更する。 

 

学校名  現行（旧）  変更後（新） 

板橋第二中学校 大山西町 幸町 中丸町 南町 大谷

口上町１番・２番・24番・25番・37番か

ら41番まで 

大山西町 幸町 中丸町 南町 大谷

口上町１番から11番まで・16番から28

番まで・36番から41番まで 

板橋第三中学校 仲宿27番から29番まで・41番から60番

まで・63番・64番 氷川町11番から35番

まで 栄町１番から34番まで 中板橋

１番から23番まで・25番から27番まで 

仲町４番から12番まで・25番から46番

まで 大和町 双葉町 富士見町１番

から27番まで・32番・33番 

仲宿27番から29番まで・41番から60番

まで・63番・64番 氷川町11番から35番

まで 栄町１番から34番まで 中板橋

１番から23番まで・25番から27番まで 

大和町 双葉町 富士見町１番から27

番まで・32番・33番 

志村第一中学校 清水町13番から25番まで・40番から92

番まで 蓮沼町１番から20番まで 大

原町 泉町 宮本町 前野町一丁目 

前野町二丁目１番から８番まで・30番か

ら39番まで 前野町三丁目１番から11

番まで・24番から53番まで 富士見町

28番から31番まで・34番から39番まで 

常盤台一丁目33番から37番まで 

清水町13番から25番まで・40番から92

番まで 蓮沼町１番から20番まで 大

原町 泉町 宮本町 前野町一丁目 

前野町二丁目１番から８番まで・30番か

ら39番まで 前野町三丁目１番から11

番まで・24番から53番まで 富士見町

28番から31番まで・34番から39番まで 



2 

 

 

学校名 現行（旧）  変更後（新） 

志村第二中学校 小豆沢一丁目 小豆沢二丁目 小豆沢

三丁目 小豆沢四丁目 志村一丁目１

番から12番まで 蓮沼町21番から83番

まで 前野町四丁目60番から63番まで 

東坂下一丁目１番から６番まで・15番か

ら17番まで 

小豆沢一丁目 小豆沢二丁目 小豆沢

三丁目 小豆沢四丁目 志村一丁目１

番から12番まで 蓮沼町21番から83番

まで 前野町四丁目59番から63番まで 

東坂下一丁目１番から６番まで・15番か

ら17番まで 

志村第四中学校 志村一丁目13番から35番まで 志村二

丁目 志村三丁目 前野町四丁目１番

から59番まで 前野町五丁目 前野町

六丁目38番から48番まで・51番から64

番まで 相生町 中台二丁目１番・２

番・31番から35番まで・38番から44番ま

で 中台三丁目27番 坂下一丁目４番

から22番まで 

志村一丁目13番から35番まで 志村二

丁目 志村三丁目 前野町四丁目10番

から17番まで・20番・23番から58番まで 

前野町五丁目７番から13番まで・16番か

ら30番まで・33番から56番まで 相生

町 中台二丁目１番・２番・31番から35

番まで・38番から44番まで 中台三丁目

27番 坂下一丁目４番から22番まで 

上板橋第一中学校 大谷口北町１番から５番まで・９番から

15 番まで・44 番から 48 番まで 大谷

口上町３番から 23 番まで・26 番から 28

番まで・36 番 弥生町 東山町１番か

ら 33 番まで・35 番から 50 番まで 常

盤台一丁目１番から 32 番まで・38 番か

ら 68 番まで 常盤台二丁目 南常盤台

一丁目 中板橋 24 番・28 番から 31 番

まで 

仲町４番から 12 番まで・25 番から 46

番まで 大谷口北町１番から５番まで・

９番から 15 番まで・44 番から 48 番ま

で 大谷口上町12番から15番まで 弥

生町 東山町 常盤台一丁目 常盤台

二丁目 南常盤台一丁目 南常盤台二

丁目１番から 17 番まで 東新町一丁目

50 番から 53 番まで 東新町二丁目１番

から７番まで 中板橋 24 番・28 番から

31 番まで 

上板橋第三中学校 常盤台三丁目 常盤台四丁目 南常盤

台二丁目 東新町一丁目１番から 20 番

まで 上板橋一丁目１番から 17 番まで 

上板橋三丁目 前野町二丁目９番から

29 番まで・40 番から 48 番まで 前野

町三丁目 12 番から 23 番まで 前野町

六丁目１番から９番まで・13 番から 37

番まで・49 番・50 番 

常盤台三丁目 常盤台四丁目 南常盤

台二丁目 18 番から 27 番まで 東新町

一丁目１番から 20 番まで 上板橋一丁

目１番から 17 番まで 上板橋三丁目 

前野町二丁目９番から 29 番まで・40 番

から 48 番まで 前野町三丁目 12 番か

ら 23 番まで 前野町四丁目１番から９

番まで・18 番・19 番・21 番・22 番 前

野町五丁目１番から６番まで・14 番・15

番・31 番・32 番 前野町六丁目１番か

ら９番まで・13 番から 64 番まで 
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※別紙「通学区域図（変更後）」参照 

 

３ 変更理由 

  上板橋第一中学校の改築、志村小学校・志村第四中学校の小中一貫型学校への整備の機会を捉

え、可能な限り、中学校の通学区域と学びのエリアを整合させることで、学びのエリア内の中学

校への通学を希望する児童を確実に受け入れるとともに、学びのエリアを核とした小中一貫教育

の推進を図るため。 

 

４ 施行年月日  

  令和８年８月１日 

学校名 現行（旧） 変更後（新） 

桜川中学校 桜川一丁目 桜川二丁目 桜川三丁目 

上板橋一丁目 18 番から 27 番まで 上

板橋二丁目 東新町一丁目 21 番から 53

番まで 東新町二丁目 小茂根三丁目 

小茂根四丁目 小茂根五丁目 東山町

34 番・51 番・52 番 

桜川一丁目 桜川二丁目 桜川三丁目 

上板橋一丁目 18 番から 27 番まで 上

板橋二丁目 東新町一丁目 21 番から 49

番まで 東新町二丁目８番から 60 番ま

で 小茂根三丁目 小茂根四丁目 小

茂根五丁目 



  別紙 

通学区域図（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更地域 現行（旧） 変更後（新） 

① 

前野町四丁目１番から９番まで・18 番・19 番・21 番・22 番 

前野町五丁目１番から６番まで・14 番・15 番・31 番・32 番 

前野町六丁目 38 番から 48 番まで・51 番から 64 番まで 

志 村 第 四 中 学 校 上板橋第三中学校 

② 前野町四丁目 59 番（見次公園のみ） 志 村 第 四 中 学 校 志 村 第 二 中 学 校 

③ 南常盤台二丁目 1 番から 17 番まで 上板橋第三中学校 上板橋第一中学校 

④ 
東新町一丁目 50 番から 53 番まで 東新町二丁目 1 番から 7

番まで 東山町 34 番・51 番・52 番 
桜 川 中 学 校 上板橋第一中学校 

⑤ 
大谷口上町 3 番から 11 番まで・16 番から 23 番まで・26 番

から 28 番まで・36 番 
上板橋第一中学校 板 橋 第 二 中 学 校 

⑥ 仲町４番から 12 番まで・25 番から 46 番まで 板 橋 第 三 中 学 校 上板橋第一中学校 

⑦ 常盤台一丁目 33 番から 37 番まで 志 村 第 一 中 学 校 上板橋第一中学校 

青線＝中学校通学区域（変更後）  赤線＝小学校通学区域（変更なし） 


